
議
員
提
出
第
三
号
議
案

教
育
再
生
・
教
育
の
正
常
化
の
徹
底
を
求
め
る
意
見
書

日
教
組
が
公
表
し
て
い
る
「
政
策
制
度
要
求
と
提
言
」
と
民
主
党
の
「
政
策
集
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｘ
二
〇
〇
九
」

及
び
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
が
一
致
し
て
お
り
、
民
主
党
の
教
育
政
策
は
日
教
組
の
強

い
影
響
下
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
新
政
権
発
足
早
々
に
、
制
度
面
に
お
い
て
「
教
員
免
許
更
新
制

度
」
の
廃
止
を
含
む
抜
本
的
見
直
し
や
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
の
悉
皆
方
式
か
ら
抽
出
方
式
へ
の

変
更
、
教
育
内
容
面
に
お
け
る
道
徳
予
算
の
縮
小
な
ど
、
日
教
組
の
意
向
に
沿
っ
た
政
策
が
、
次
々
と
実
行

に
移
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
日
教
組
の
第
五
十
九
次
教
育
研
究
全
国
集
会
で

中
村
譲
中
央
執
行
委
員
長
が
「
政
治
の
壁
が
低
く
な
り
、
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
知
さ
れ
た
今
、
私

た
ち
は
公
教
育
の
中
心
に
い
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
省
よ
り
政
務
を
担
う
国
会
議
員
と
し
て

五
十
九
年
ぶ
り
に
高
井
美
穂
大
臣
政
務
官
が
出
席
す
る
な
ど
鳩
山
政
権
と
日
教
組
の
一
体
化
が
進
ん
で
い

る
。民

主
党
が
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
教
育
の
地
方
分
権
・
現
場
主
義
の
考
え
方
は
、
学
力
が
世
界
一
と
さ
れ

る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
制
度
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
教

育
の
地
方
分
権
が
徹
底
さ
れ
て
お
り
、
民
主
党
や
日
教
組
の
政
策
と
極
め
て
似
通
っ
た
制
度
と
な
っ
て
い

る
。
「
現
在
の
教
育
は
過
度
の
競
争
を
重
視
す
る
も
の
で
、
真
の
学
び
で
は
な
い
。
学
力
が
世
界
一
の
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
教
育
制
度
・
内
容
を
目
指
す
」
と
言
え
ば
、
確
か
に
耳
障
り
は
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
教
育
組
合
は
保
守
色
が
強
く
、
政
治
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
す

る
教
員
が
多
い
。
さ
ら
に
、
教
育
に
お
い
て
は
政
党
に
よ
る
意
見
の
違
い
は
な
い
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
大
筋

の
合
意
を
し
て
教
育
内
容
に
政
治
は
介
入
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
教
育
の
政

治
的
中
立
が
確
保
さ
れ
た
上
で
、
教
育
の
地
方
分
権
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
る
に
、
わ
が
国
で
は
、
日
教
組
を
は
じ
め
と
す
る
左
翼
教
職
員
組
合
が
教
育
現
場
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

闘
争
や
思
想
教
育
を
繰
り
広
げ
、
日
教
組
出
身
の
政
権
政
党
の
参
議
院
議
員
会
長
が
「
教
育
に
政
治
的
中
立

な
ど
な
い
」
と
た
び
た
び
公
言
す
る
状
況
が
今
日
ま
で
続
い
て
お
り
、
教
育
の
政
治
的
中
立
が
確
保
さ
れ
て

い
る
と
は
、
到
底
、
言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
教
育
の
地
方
分
権
化
・
現
場
主
義
化
を
行
え
ば
、

日
教
組
の
意
の
ま
ま
に
偏
向
教
育
が
行
わ
れ
る
結
果
と
な
る
。

民
主
党
が
掲
げ
る
教
育
の
地
方
分
権
は
、
制
度
論
と
し
て
は
議
論
の
対
象
と
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
何
よ
り
も
教
育
の
政
治
的
中
立
・
教
育
の
正
常
化
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
は
国
民
が
第
一
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
拙
速
な
制
度
の
改
廃
や
教
育
内
容
の
見
直
し
を
行
う
前
に
、

ま
ず
、
教
育
再
生
・
教
育
の
正
常
化
に
取
り
組
む
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
議
会
議
長
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